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令
和
２
年
第
２
回
市
議
会
定
例
会
が
、
６
月
４
日
か
ら
18
日
ま
で
開
催
さ
れ
ま
す（
会
期
15
日
間
）。
こ
の

定
例
会
に
提
出
す
る
条
例
の
制
定
・
改
正（
案
）の
概
要
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
議
案
第
45
号

　

 

牛
久
市
長
等
の
損
害
賠
償
責
任

の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
に

つ
い
て�

�

担
当
／
総
務
課

　

�　
地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、

市
長
等
に
対
す
る
損
害
賠
償
責

任
に
つ
い
て
、そ
の
職
務
を
行

う
に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な

過
失
が
な
い
と
き
に
、職
責
そ

の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
国
が

定
め
る
基
準
額
を
上
限
額
と
し

て
定
め
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
46
号

　

 

牛
久
市
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

��

担
当
／
総
合
窓
口
課

　

�　
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ

る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の

利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運

営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る

た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情

報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
い
、
通
知
カ
ー
ド
が

廃
止
と
な
る
た
め
、
再
交
付
手
数

料
の
規
定
を
削
除
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
47
号

　

�

牛
久
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

��

担
当
／
医
療
年
金
課

　

�　
後
期
高
齢
者
で
あ
っ
て
被
用

者
で
あ
る
者
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
に
感
染
ま
た
は
発
熱
等

の
症
状
が
あ
り
感
染
が
疑
わ
れ

た
こ
と
に
よ
り
労
務
に
服
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
際
に
、

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
が
支
給
す
る
傷
病
手
当
金

に
関
わ
る
事
務
を
当
市
に
お
い

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
追

加
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
48
号

　

�

牛
久
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

��

担
当
／
医
療
年
金
課

　

�　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

で
あ
っ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
係
る
療
養
を
し

た
こ
と
に
よ
り
給
与
等
の
収
入

が
減
少
し
た
被
用
者
に
対
し
て
、

任
意
給
付
と
し
て
傷
病
手
当
金

を
支
給
す
る
た
め
に
改
正
す
る

も
の
で
す
。

◆
議
案
第
49
号

　

 

牛
久
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

��

担
当
／
医
療
年
金
課

　

�　
高
齢
者
の
医
療
費
の
増
加
に
伴

う
保
険
税
の
負
担
に
係
る
公
平
性

の
確
保
を
図
る
た
め
、基
礎
課
税

分
の
賦
課
限
度
額
を
２
万
円
、介

護
納
付
金
分
の
賦
課
限
度
額
を
１

万
円
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、軽

減
判
定
所
得
の
基
準
を
引
き
上
げ
、

低
所
得
者
に
対
す
る
保
険
税
軽
減

措
置
の
拡
充
を
図
る
た
め
、及
び

低
未
利
用
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場

合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税

の
特
例
を
創
設
し
、譲
渡
に
係
る

金
額
を
所
得
割
額
の
算
定
基
礎
に

含
め
る
た
め
、改
正
を
す
る
も
の

で
す
。ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
た

世
帯
に
対
す
る
国
民
健
康
保
険

税
の
減
免
を
実
施
す
る
た
め
に

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
50
号

　

 

牛
久
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

�

担
当
／
高
齢
福
祉
課

　

�　
介
護
保
険
法
施
行
令
の
改
正

に
よ
り
、65
歳
以
上
の
第
１
号
被

保
険
者
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

う
ち
、特
に
所
得
の
低
い
、第
１
所

得
段
階
か
ら
第
３
所
得
段
階
ま
で

を
対
象
と
し
、介
護
保
険
料
の
軽

減
措
置
を
実
施
す
る
た
め
改
正
す

る
も
の
で
す
。こ
れ
に
よ
り
減
額

と
な
る
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は

約
４
７
０
０
万
円
で
、費
用
負
担

は
、国
が
２
分
の
１
、県
が
４
分
の

１
、市
が
４
分
の
１
と
な
り
、市
負

担
額
は
約
１
１
７
５
万
円
を
予
定

し
て
い
ま
す
。ま
た
、新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、

収
入
が
減
少
し
た
こ
と
等
に
よ
る

介
護
保
険
料
の
減
免
を
実
施
す
る

た
め
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

減
免
に
要
す
る
費
用
に
対
し
て
、

国
か
ら
特
別
調
整
交
付
金
に
よ
る

財
政
支
援
が
な
さ
れ
る
予
定
で
す
。

条
例
の
制
定
・
改
正
案

※
議
案
に
つ
い
て
は
、追
加
ま
た
は

変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

６
月
補
正
予
算
案

一
般
会
計
補
正
予
算

　
現
在
の
歳
入
歳
出
予
算
額
に
３
８

４
６
万
２
千
円
を
追
加
し
、予
算
総
額

を
３
５
８
億
４
７
８
４
万
円
と
す
る

も
の
で
す
。主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
。

【
民
生
費
】

◆
民
間
保
育
園
の
運
営
を
支
援
す
る

90
万
４
千
円【
増
額
】

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
に
伴
う
保
育
施
設
等
利
用

自
粛
に
よ
る
休
園
分
の
保
育
料
還

付
に
係
る
運
営
費
負
担
金
の
増
額
。

◆
保
育
園
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
を
実
施
す
る

３
３
３
万
２
千
円【
増
額
】

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
に
伴
う
給
食
費
負
担
軽

減
補
助
金
の
増
額
。

【
教
育
費
】

◆
小
中
学
校
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
を

管
理
す
る

２
６
３
３
万
３
千
円【
増
額
】

　
全
児
童
、
全
生
徒
へ
の
タ
ブ

レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ
整
備
に
よ
る
機
器

借
上
料
の
増
額
。

◆
自
校
式
学
校
給
食
を
運
営
す
る

５
１
０
万
円【
増
額
】

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
に
伴
う
小
中
学
校
の
臨

時
休
業
に
よ
り
発
生
し
た
給
食

賄
材
料
費
キ
ャ
ン
セ
ル
分
の
補

助
金
の
増
額
。

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算

　

現
在
の
歳
入
歳
出
予
算
額
に

３
７
６
万
９
千
円
を
追
加
し
、
予

算
総
額
を
79
億
１
２
７
６
万
９

千
円
と
す
る
も
の
で
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
傷
病
手

当
金
の
計
上
を
行
う
も
の
で
す
。

広報うしく 2020年6月1日号5


